
― 1 ―

令和３年第１回足寄町議会定例会議事録（第５号）
令和３年３月１９日（金曜日）

◎出席議員（１３名）

１番 多治見 亮 一 君 ２番 高 道 洋 子 君

３番 進 藤 晴 子 君 ４番 榊 原 深 雪 君

５番 田 利 正 文 君 ６番 熊 澤 芳 潔 君

７番 髙 橋 健 一 君 ８番 川 上 修 一 君

９番 髙 橋 秀 樹 君 １０番 二 川 靖 君

１１番 木 村 明 雄 君 １２番 井 脇 昌 美 君

１３番 吉 田 敏 男 君

◎欠席議員（０名）

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者

足 寄 町 長 渡 辺 俊 一 君

足寄町教育委員会教育長 藤 代 和 昭 君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者

副 町 長 丸 山 晃 徳 君

総 務 課 長 松 野 孝 君

福 祉 課 長 保 多 紀 江 君

住 民 課 長 佐々木 雅 宏 君

経 済 課 長 村 田 善 映 君

建 設 課 長 増 田 徹 君

国民健康保険病院事務長 川 島 英 明 君

会 計 管 理 者 横 田 晋 一 君

消 防 課 長 大竹口 孝 幸 君

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者

教 育 次 長 沼 田 聡 君

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者

農業委員会事務局長 上 田 利 浩 君

◎職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 櫻 井 保 志 君

事 務 局 次 長 野 田 誠 君

総 務 担 当 主 査 中 鉢 武 志 君
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◎議事日程

日程第 １ 議案第３７号 令和３年度足寄町一般会計予算（予算審査特別委員会）＜Ｐ

３～Ｐ６＞

日程第 ２ 議案第３８号 令和３年度足寄町国民健康保険事業特別会計予算（予算審査

特別委員会）＜Ｐ３～Ｐ６＞

日程第 ３ 議案第３９号 令和３年度足寄町簡易水道特別会計予算（予算審査特別委員

会）＜Ｐ３～Ｐ６＞

日程第 ４ 議案第４０号 令和３年度足寄町公共下水道事業特別会計予算（予算審査特

別委員会）＜Ｐ３～Ｐ６＞

日程第 ５ 議案第４１号 令和３年度足寄町介護保険特別会計予算（予算審査特別委員

会）＜Ｐ３～Ｐ６＞

日程第 ６ 議案第４２号 令和３年度足寄町介護サービス事業特別会計予算（予算審査

特別委員会）＜Ｐ３～Ｐ６＞

日程第 ７ 議案第４３号 令和３年度足寄町後期高齢者医療特別会計予算（予算審査特

別委員会）＜Ｐ３～Ｐ６＞

日程第 ８ 議案第４４号 令和３年度足寄町資源ごみ処理等事業特別会計予算（予算審

査特別委員会）＜Ｐ３～Ｐ６＞

日程第 ９ 議案第４５号 令和３年度足寄町上水道事業会計予算（予算審査特別委員

会）＜Ｐ３～Ｐ６＞

日程第１０ 議案第４６号 令和３年度足寄町国民健康保険病院事業会計予算（予算審査

特別委員会）＜Ｐ３～Ｐ６＞

追加日程第 １ 会議案第１号 足寄町議会総合条例の一部を改正する条例＜Ｐ６～Ｐ７＞

追加日程第 ２ 議案第４７号 令和３年度足寄町一般会計補正予算（第１号）＜Ｐ７～Ｐ１

３＞

追加日程第 ３ 所管事務調査期限の延長について（総務産業常任委員会・文教厚生常任委員

会）＜Ｐ１３＞

追加日程第 ４ 閉会中継続調査申出書（広報広聴常任委員会・議会運営委員会）＜Ｐ１３＞
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午前１０時００分 開会

◎ 開議宣告

○議長（吉田敏男君） 皆さん、おはようご

ざいます。

全員の出席でございます。

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 髙橋健一君。

○議会運営委員会委員長（髙橋健一君） 昨

日開催されました、第１回定例会に伴う議会

運営委員会の協議の結果を報告いたします。

本日、３月１９日は、３月１７日の本会議

で予算審査特別委員会に付託しました、議案

第３７号から議案第４６号までの令和３年度

予算についての審査報告を受け、審議を行い

ます。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 議案第３７号から議案第４６号まで

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 議案第３

７号令和３年度足寄町一般会計予算の件か

ら、日程第１０ 議案第４６号令和３年度足

寄町国民健康保険病院事業会計予算の件まで

の１０件を一括議題といたします。

本件における委員長の報告は、別紙配付の

とおりです。原案可決です。

これにて、委員長の報告を終わります。

これから、議案第３７号令和３年度足寄町

一般会計予算の件の討論を行います。

本件に対する反対討論の発言を許します。

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、賛成討論の発

言を許します。

４番。

○４番（榊原深雪君） 令和３年度一般会計

予算の賛成討論を行います。

厳しい財政状況の中で、一般会計は歳入歳

出それぞれ９２億７,１８２万４,０００円、

前年度比２.２％の増額となっております。

特に急速に進む情報社会に対応するため、

人口減少対策、少子高齢化対策、農林業施策

の推進など、今後の課題も山積しています。

町民サービスを低下させることのないよ

う、町内全域をバランスよく計画されている

と思います。担当各課におかれましても、予

算確保の御苦労がよく反映されていると思い

ます。

一般町民の高齢者からは若者に対する予算

が優遇されている、また、若者からは高齢者

への予算が多いのではないかという声が聞か

れています。このことは裏を返せば、あらゆ

る町民への細かい配慮の表れとも取れます。

国保病院においては、例年どおり収支不足

の予算計上ではありますが、コロナ禍におい

てかかりつけ医としての存在が重要視されて

おり、町民がこのことを認識し、病院職員の

皆様もさらに笑顔で対応することにより、国

保病院にかかってよかったと思っていただけ

るようになれば、外来利用者も増えることも

期待できます。

また、予算審査特別委員会の審査におい

て、農業振興費をはじめ多くの課題に対して

活発な質疑応答がなされたことから、さらな

る精査を加えて見直しを加えていきたいとの

姿勢が見えましたので、そのことを十分に尊

重させていただき、令和３年度一般会計予算

の賛成討論とさせていただきます。

以上です。

○議長（吉田敏男君） 他に、賛成討論ござ

いますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで討論を終わり

ます。

これから、議案第３７号令和３年度足寄町

一般会計予算の件を採決をいたします。
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本件に対する委員長の報告は可決です。

本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第３７号令和３年度足寄

町一般会計予算の件は、原案のとおり可決さ

れました。

これから、議案第３８号令和３年度足寄町

国民健康保険事業特別会計予算の件の討論を

行います。

本件に対する反対討論を許します。

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、賛成討論を許

します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで討論を終わり

ます。

これから、議案第３８号令和３年度足寄町

国民健康保険事業特別会計予算の件を採決を

いたします。

本件に対する委員長の報告は可決です。

本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第３８号令和３年度足寄

町国民健康保険事業特別会計予算の件は、原

案のとおり可決されました。

これから、議案第３９号令和３年度足寄町

簡易水道特別会計予算の件の討論を行いま

す。

本件に対する反対討論を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、賛成討論を許

します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで討論を終わり

ます。

これから、議案第３９号令和３年度足寄町

簡易水道特別会計予算の件を採決をします。

本件に対する委員長の報告は可決です。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第３９号令和３年度足寄

町簡易水道特別会計予算の件は、原案のとお

り可決されました。

これから、議案第４０号令和３年度足寄町

公共下水道事業特別会計予算の件の討論を行

います。

本件に対する反対討論の発言を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、賛成討論の発

言を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで討論を終わり

ます。

これから、議案第４０号令和３年度足寄町

公共下水道事業特別会計予算の件を採決をい

たします。

本件に対する委員長の報告は可決です。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第４０号令和３年度足寄

町公共下水道事業特別会計予算の件は、原案

のとおり可決されました。

これから、議案第４１号令和３年度足寄町

介護保険特別会計予算の件の討論を行いま

す。

本件に対する反対討論を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、賛成討論を許

します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで討論を終わり

ます。

これから、議案第４１号令和３年度足寄町

介護保険特別会計予算の件を採決をします。

本件に対する委員長の報告は可決です。
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本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第４１号令和３年度足寄

町介護保険特別会計予算の件は、原案のとお

り可決されました。

これから、議案第４２号令和３年度足寄町

介護サービス事業特別会計予算の件の討論を

行います。

本件に対する反対討論を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、賛成討論の発

言を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで討論を終わり

ます。

これから、議案第４２号令和３年度足寄町

介護サービス事業特別会計予算の件を採決を

します。

本件に対する委員長の報告は可決です。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第４２号令和３年度足寄

町介護サービス事業特別会計予算の件は、原

案のとおり可決されました。

これから、議案第４３号令和３年度足寄町

後期高齢者医療特別会計予算の件の討論を行

います。

本件に対する反対討論を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、賛成討論を許

します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで討論を終わり

ます。

これから、議案第４３号令和３年度足寄町

後期高齢者医療特別会計予算の件を採決をし

ます。

本件に対する委員長の報告は可決です。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第４３号令和３年度足寄

町後期高齢者医療特別会計予算の件は、原案

のとおり可決されました。

これから、議案第４４号令和３年度足寄町

資源ごみ処理等事業特別会計予算の件の討論

を行います。

本件に対する反対討論を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、賛成討論を許

します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで討論を終わり

ます。

これから、議案第４４号令和３年度足寄町

資源ごみ処理等事業特別会計予算の件を採決

をします。

本件に対する委員長の報告は可決です。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第４４号令和３年度足寄

町資源ごみ処理等事業特別会計予算の件は、

原案のとおり可決されました。

これから、議案第４５号令和３年度足寄町

上水道事業会計予算の件の討論を行います。

本件に対する反対討論の発言を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、賛成討論の発

言を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで討論を終わり

ます。

これから、議案第４５号令和３年度足寄町

上水道事業会計予算の件を採決をします。

本件に対する委員長の報告は可決です。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。
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（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第４５号令和３年度足寄

町上水道事業会計予算の件は、原案のとおり

可決されました。

これから、議案第４６号令和３年度足寄町

国民健康保険病院事業会計予算の件の討論を

行います。

本件に対する反対討論の発言を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、賛成討論の発

言を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで討論を終わり

ます。

これから、議案第４６号令和３年度足寄町

国民健康保険病院事業会計予算の件を採決を

します。

本件に対する委員長の報告は可決です。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第４６号令和３年度足寄

町国民健康保険病院事業会計予算の件は、原

案のとおり可決されました。

ここで、暫時休憩をいたします。

休憩中に、議会運営委員会を開催をお願い

をいたします。

１０時４０分まで休憩をいたします。

午前１０時１６分 休憩

午前１０時４０分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

議会運営委員会委員長から、会議の結果の

報告を願います。

議会運営委員会委員長 髙橋健一君。

○議会運営委員会委員長（髙橋健一君） た

だいま開催されました、議会運営委員会の協

議の結果を報告いたします。

これより、本日の日程に追加し、会議案第

１号を即決で審議いたします。

次に、議案第４７号の令和３年度補正予算

の提案説明を受けた後、即決で審議いたしま

す。

次に、総務産業常任委員会、文教厚生常任

委員会からの所管事務調査期限の延期につい

て、広報広聴常任委員会、議会運営委員会か

らの閉会中継続調査申出書について審議いた

します。

以上で、本定例会における議案等の審議は

本日をもって全て終了する予定であります。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、委員長の

報告を終わります。

お諮りをいたします。

足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおり日

程に追加し、審議することにしたいと思いま

す。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、追加議事日程のとおり日程に

追加し、審議することに決定をいたしまし

た。

◎ 会議案第１号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第１ 会議

案第１号足寄町議会総合条例の一部を改正す

る条例の件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

議会運営委員会委員長 髙橋健一君。

○議会運営委員会委員長（髙橋健一君） た

だいま議題となりました、会議案第１号足寄

町議会総合条例の一部を改正する条例につい

て、提案理由の説明を申し上げます。

地方自治法第９６条第２項により、議決が

必要な重要な計画等を定めているが、名称の

変更、計画の廃止等があることから改正を行

うものであります。

令和３年２月９日、標準町村議会会議規則
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が一部改正され、議員活動と家庭生活との両

立支援をはじめ、男女の議員が活動しやすい

環境整備の一環として、出産、育児、介護な

ど、議員として活動するに当たっての諸要因

に配慮するため、育児、介護など議会への欠

席事由を整備するとともに、出産については

母性保護の観点から出産に関わる産前・産後

の欠席期間を規定させたこと、また、請願者

の利便性の向上を図るため、議会への請願手

続について、請願者に一律に求めている押印

の義務づけを見直し、署名または記名押印に

改められたことから改正を行うものでありま

す。

改正条文の内容は、第１１条第１項第４号

を「足寄町障がい者福祉計画・足寄町障がい

福祉計画・足寄町障がい児福祉計画」に、第

５号を「足寄町都市計画マスタープラン」に

改め、第６号を削り、第２３条第１項中「事

故」を「公務、傷病、出産、育児、看護、介

護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない

事由」に改め、同条第３項中「議員」を「第

１項の規定にかかわらず、議員」に、「日数

を定めて」を「出産予定日の６週間（多胎妊

娠の場合にあっては、１４週間）前の日から

当該出産の日後８週間を経過する日までの範

囲内において、その期間を明らかにして」に

改める。

第１５０条第１項中「、請願者の住所及び

氏名」を「及び請願者の住所」に、「名称及

び代表者の氏名」を「所在地」に、「押印し

なければ」を「請願者（法人の場合にはその

名称を記載し、代表者）が署名または記名押

印しなければ」に改める。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、会議案第１号足寄町議会総合条

例の一部を改正する条例の件を採決をしま

す。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、会議案第１号足寄町議会総合

条例の一部を改正する条例の件は、原案のと

おり可決されました。

◎ 議案第４７号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第２ 議案

第４７号令和３年度足寄町一般会計補正予算

（第１号）の件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題となり

ました、議案第４７号令和３年度足寄町一般

会計補正予算（第１号）につきまして、提案

理由を御説明申し上げます。

補正予算書１ページをお願いいたします。

議案第４７号令和３年度足寄町一般会計補

正予算（第１号）について御説明申し上げま

す。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

７,３５７万９,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ９３億４,５

４０万３,０００円とするものでございま

す。

歳出から御説明申し上げます。

８ページをお願いいたします。
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第４款衛生費、第１項保健衛生費、第２目

予防費におきまして、新型コロナウイルス感

染症ワクチン接種事業といたしまして、ワク

チン接種医療機関等協力交付金８３２万２,

０００円のほか、消耗品費、委託料など、合

わせて１,０２７万９,０００円を計上いたし

ました。

第７款商工費、第１項商工費、第１目商工

振興費におきまして、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金活用事業といた

しまして、事業継続支援金３,７００万円、

頑張ろう足寄プレミアム付商品券発行事業補

助金２,６３０万円をそれぞれ計上いたしま

した。

以上で歳出を終わり、次に歳入について申

し上げます。

６ページへお戻りください。

第１５款国庫支出金及び第１６款道支出金

におきまして、それぞれ事業費見合いの補助

金を計上いたしました。

以上で、議案第４７号令和３年度足寄町一

般会計補正予算（第１号）の提案理由の説明

とさせていただきますので、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

８ページをお開きください。

歳出から始めます。

款で進めます。

第４款衛生費、質疑はございませんか。

２番。

○２番（高道洋子君） ９ページの一番上に

報償費、謝礼ということで、説明書によりま

すと５名の方のメンバーが、構成メンバーが

予防接種健康被害調査委員の謝礼ということ

で載っておりますが、この構成メンバーにつ

いてお尋ねします。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） 足寄町の要綱で

予防接種の健康被害の調査を行うというもの

がございまして、その中で規定している北海

道知事が推薦する医師、それと帯広保健所

長、それと医師会が推薦する医師ということ

で５人の方にお願いすることになっておりま

す。

以上です。

○議長（吉田敏男君） よろしいですね。

他に、衛生費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。

第７款商工費、質疑はございませんか。

２番。

○２番（高道洋子君） 衛生費同様、商工費

のほうでも追加予算がなされて、本当によ

かったと思っております。それで、お尋ねし

ますが、商工費の説明書のほうから質問した

いのですが、事業継続支援金ということで売

上げが減少している町内の事業者さんへの予

算計上でございますが、内容について、どの

ような内容で何件の方を対象にしている、そ

してどういう内容か、それぞれ差があると思

いますけれども、内容についてお伺いしま

す。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

今回計上させていただいている事業継続支

援金３,７００万円の内容なのですけれど

も、これについては昨年令和２年の６月補正

に予算計上させていただいた内容とほぼ同様

の考え方で考えております。

そうすると、当時はどうだったかという具

体的なことなのですけれども、当時は令和２

年３月から５月まで影響が５％以上売上げが

減少した方の事業者、それで売上げの減少

率、減少幅に対して５万円から１００万円を

支援してきました。内容等もほぼ同様の考え

方で今回も行う予定であります。ただし、内

容、細かい精査等については実はこれから中

小企業、うちで商工会だとか金融機関の方と

の情報交換をしながら対象者はどこまでの範

囲にするのかだとか、そういったことを決め

ていきたいなというふうに考えております。
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規模的なものについては、昨年の７月から

８月までの期間で事業者さんに給付した内容

とほぼ同様の考え方で事業執行する考えでご

ざいます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（高道洋子君） 対象者はあのときと

同じく２００戸でしたか、２１９件の商業者

の方ですね。飲食店も全部入れて。

皆さん本当に心待ちにしていますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

それと、頑張ろうプレミアム券ですか、こ

れについても本当にすごい率が、プレミアム

率が５０％ということで、１万円購入すると

１万５,０００円の商品が買えるということ

で本当にこれも何回目かの、前にも過去にあ

りましたけれども、すごい倍率のきっと人気

があれだと思うのですけれども、この時期で

すね、時期。発行がいつで、そして多分今回

は１世帯につき２セットということだから混

み合うは、足りなくなることはないと思うの

ですけれども、時期はいつごろを考えてい

らっしゃいますか。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

時期については、これもまだ具体的な詳細

は詰めていませんけれども、一応こちらのほ

うの考え方としては、あの商品券というのは

６か月有効になっているということもありま

すので、最終引換え時期を令和３年１２月末

ぐらいを想定して、そうなると遡ると７月１

日ぐらいから発行できるようなスタイルにし

ないと６か月有効期限を満度に使えないとい

うこともあるので、そこからどんどん事務的

な作業等を含めていくと、やはり５月下旬ぐ

らいからスタートして６月中旬ぐらいに、上

旬から中旬に申込みを受けて、皆さんに購入

していただくというようなスケジュールにな

るのではないかというふうに考えておりま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（高道洋子君） 購入する方皆さんみ

んな関心あると思うのですけれども、しかし

その中でも独居でなかなか１万円がなかなか

大変だという人もたくさんいらっしゃいま

す。年金受給者もたくさんいらっしゃるとい

う中で、本当に買う、申込みの日というか、

買う日というのですか、そのときを、前も言

われたのですけれども、年金の出る１５日で

すか、その日以降にしていただきたいという

ことがよく言われましたもので、そこら辺も

細かい配慮ですけれども考慮していただきた

いなと。なるべく早く事業にスタートできま

すように、そこら辺はどうでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

今、高道議員のおっしゃっている内容をき

ちんと事務局等を含めて協議の中で、そうい

うふうにして皆さんが購入できるような体制

づくりということも含めて打合せしながら進

めていきたいなというふうに考えております

ので、御理解願いたいと思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

２番。

○２番（高道洋子君） 対象者は１世帯当た

り２セットですけれども、これ割り算したら

あれなのかもしれませんけれども、足寄町の

対象者ですね、一応どこら辺に対象者がどの

ぐらいいて、ほぼこのぐらいで行くだろうと

いう推定しているのか。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

前回年度末等に同じくプレミアム商品券５

０％つきで販売したときには、たしか当時

２,０００セット、４,０００セットですね、

すみません、４,０００セットをやった結

果、実はもうほぼ即日に近いような状態で売

り切れたということもあって、今回は２,５

００世帯ですか、５,０００セットに増やし
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て皆さん購入できる体制をつくろうというこ

とで増やしました。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（高道洋子君） ５,０００セットと

いうことは１人２セットですから、２,５０

０ということですね、世帯の人が間違いなく

購入できるということですね。足りないとい

うことは。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） ちょっと説明が

不足していました。すみません。

前回は推定して恐らく２,２００世帯ぐら

いは購入できるような形だったような記憶し

ているので、２,５００世帯であれば十分買

えるのかなということで増やしました。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（高道洋子君） 意外と新聞もテレビ

も見ないという人が結構いまして、高齢者

で。だからしっかりＰＲだけは、周知徹底だ

けはよろしくお願いしたいと思います。

以上です。

○議長（吉田敏男君） 他に、商工費、質疑

はございませんか。

９番。

○９番（髙橋秀樹君） 今回の３,７００万

円ですか、事業継続支援金、これ大変商工業

者の人たちは喜んでいただけると思っており

ます。前回の令和２年６月補正において執行

されたと思うのですけれども、まずこの執行

額に対して執行残というかな、そういうのと

いうのはどのぐらいあったのでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） 予算３,７００

万円に対して支援金が３,０７０万円で、６

３０万円の残額でございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋秀樹君） 今回１年がたちまし

た、コロナの影響を受けて。その中で、本当

に非常に影響を受けている方も多いかと思わ

れます。これ１年として本当の売上げという

かな、そういうのが明らかになってきたので

あろうというふうに思われます。

それで、前回では５万円から１００万円と

いう形で進まれておりました。これ、最高限

度をもうちょっと上げるだとか、最低を、最

低はいいかな、その金額の、これからスキー

ムいろいろ考えていくのでしょうけれども、

そこのところを柔軟に対応するという考えと

いうのはどのぐらいまであるのでしょうか。

その金額のスキームは絶対変わらないという

ことですか。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

先ほど、昨年と同様の考え方とお話ししま

したけれども、やはり本来の実情をどうつか

むかということも含めて、やはり先ほども言

いましたけれども、新型コロナウイルス感染

症に関わる中小企業担当者会議というのが昨

年も５回ぐらいを開催させていただき、今回

もそういった形の中で、いかに町内業者の

方々の声を聞いてどれだけ減少しているか、

それに対してどう支援していくかという内容

を十分協議しながら進めていきたいなという

ことで、先ほど言ったように、最低という表

現は失礼かもしれませんけれども、そこは５

万円と上限についてはもう少しやっぱり支援

額を増やしたほうがいいのかなというような

声がというか、そういった情報収集しながら

会議の中でもその辺を議論しながら限度額の

範囲をどうしていくかということも含めて検

討させていただきたいと思いますので、御理

解願いたいと思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋秀樹君） １年間通して私も

ずっと見てまいりました。商工業者の人たち

はこのコロナになって現実営業が苦しい。事

業継続のためにお金を借りている方々も結構

いらっしゃるというのが現実であります。そ

の人たちはもちろんこんなに多分１年、２年
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と続いてくるというふうな想定すら、すらで

はないですけれども、想定をあまりしていな

かった可能性もあるのですね。もう現実支払

いが始まるというところもあるようになって

います。そういう人たちもしっかりと助ける

といったら変なのですけれども、できるよう

なスキームをいろいろ、商工会も業者も含め

た中でいろいろと考えていかなければ本当に

今後つらくなっていく可能性がある。恐らく

これまだまだコロナの影響というのはずっと

続いていくのであろうと思われます。その中

で、今これ第２弾ですよね。３弾目、４弾目

というふうにやらなければいけなくなる可能

性もあると思うのです。そこについて、行政

としてはどのようなお考えを持っているのか

お伺いをいたします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 令和３年度第１弾の

支援ということで、今回この３,７００万

円、まだ詳細については、先ほども申し上げ

ましたように、これからまだまだ詰めていか

なければならない部分もございますけれど

も、計上させていただいたというところでご

ざいます。

それで、昨年１年間コロナの影響がずっと

続いてきたといった部分で、その前の年と昨

年と比較してどのぐらいの売上げが下がって

きているのかなというようなところも、今回

のこの支援の中で見えてくるのかなというよ

うに思っているところであります。

また３月、４月、また本当にこの時期本当

でいったら歓送迎会があったりだとか、送別

会だとかいろいろな時期なのだろうと。人が

出入り、動き出す、そういう時期なのだろう

というように思っておりまして、そういった

部分などの影響なども状況を十分把握しなが

ら、昨年の状況、今年の状況を把握しながら

この３,７００万円をいかにうまく活用でき

るかという形で考えているところでありま

す。

今おっしゃられたとおり、このコロナの影

響が、ではいつまで続くのだといった部分で

はやっぱりまだまだ先見通せない部分という

のはあるのかなというように思っています。

ですから、今回この３,７００万円の支援

で、これ収まれば一番いいかもしれませんけ

れども、そういう状況では多分ないのだろう

なというように思っておりますので、引き続

き状況を十分見ながら、また商工会さんです

かとか、それから金融機関の皆さんだとか、

いろいろと皆さんと情報交換しながら、次

に、今回３,７００万円ですけれども、本当

に次に支援が必要な状況が出てくれば、そこ

はそこでまた議会の皆さんにも御理解いただ

きながら、支援策を考えていきたいなという

ことで、今段階では考えているところであり

ますので、御理解いただければというように

思っております。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に、商工費、質疑はございませんか。

６番。

○６番（熊澤芳潔君） 今、髙橋議員の関連

なのですけれども、今お話の中で支援金の金

額についていろいろお話がございました。そ

れで、町内業者の皆さんの意見を十分に聞く

ということだったのですけれども、これはど

ういう、商工会がやるのか、それとも行政が

中心にそういった意見を聞くのか、そこら辺

をちょっと内容をお聞かせ願います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 町内の業者の皆さん

方の御意見もいろいろ聞きながらといった部

分では、なかなか全員の方の意見を聞くとい

うのはなかなかこれ難しい状況です。昨年も

町のほうでもアンケート調査やりましたけれ

ども、なかなか全部が全部やっぱり回収でき

なかったという部分もありますし、商工会さ

んでもやはり業務の中で聞き取り調査なども

やっていただきましたけれども、これもやっ

ぱり、全部で２５０ぐらい事業所あるのです

けれども、そこの事業所全部の方から聞くと

いうのはなかなか難しくて、そこら辺は全部

は全部聞けないよというところなのですけれ

ども、主立ったところの今の経営状況ですと
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か、売上げの減少状況ですとか、そういった

ものというのは一定程度主立ったところから

聞きながら、そういったもので町内の今の状

況、全体の状況、事細かくまではいきません

けれども、全体の状況を把握しながら、そう

いった部分で今度支援をどうしていくのかと

いう、そういったことで考えているところで

あります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） すみません。今

ちょっと御意見の中の話では、行政がやると

いうことですよね、そうしたら。商工会でな

くて行政が、今町長言うように、一定の方、

ある程度の方から御意見を聞いて判断してい

くということなのか。いや、ということは、

意外に商店街の皆様から私もちょっといろい

ろ聞くのですけれども、どういう形で金額で

すか、そういったことがやられているのかと

いうことが意外に知らないという方が結構い

るのですよね。ですから、やっぱりきちんと

本当に組織立てることはないと思うのですけ

れども、ある程度一定の方々の組織的な、そ

ういった形できちんと聞いていかないと、

あっちで聞いたことがない、これ聞いたこと

がないということで、どうもそういった意見

もあるのですよね。ですから、そこら辺のこ

とをきちんと意見をまとめるところをつくる

のか、そういったこともちょっとお聞きした

いなと思ったのですよね。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 基本的には町でなか

なか全部の業者の方から聞くだとかというの

は難しいですので、商工会さんのできる範囲

の中で聞いていただくということになるのか

なというように思っています。

この制度を知らないとかという部分は多分

ないと思っています。というのは、それぞれ

の業者さんに申請書、こういう制度をやりま

すよということで、内容を書いたパンフレッ

トみたいなものと、それから申請書など全部

送って、それでそれぞれ提出していただくと

いう形にしています。それで、私どものほう

でもきちんと押さえ切れていなかった部分な

どは、いろいろとそのあたりでほかの業者さ

んからも聞いてだとかということで、役場の

ほうに、うちは該当にならないのだろうかだ

とかということでお話があったりだとか、そ

ういうことは知っていますけれども、本当に

ごく少数です。そこの部分については、こう

いうことで今やっていますよということでお

送りをして、また出していただくと、申請し

ていただくというような形を取っております

ので、知らないとかということはないという

ように思っています。それから商工会さんか

らだとかもお知らせをしていただいています

し、それから町のホームページなどにも載せ

ているということで、業者さんの中で知らな

かったというのは、この間の話でないですけ

れども、封筒きちんと開けてなかったとか、

そういうことがもしかしたらあるかもしれま

せんけれども、基本的にはそれぞれの業者さ

んの中に、業者さんにお知らせの通知をして

いますので、多分たまたま来ていたけれども

見忘れただとかということが、もしかしたら

あるかもしれませんけれども、多分多くはな

いのではないのかなというように思っていま

す。ですから、今回この後についても、そう

いう分からなくて申請できなかっただとか、

そんなことがないように十分注意しながら努

めていきたいなというように思っています。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） 十分になるべく１０

０％とは言いませんけれども、多くの方の御

意見を聞けるような体制にしていただきたい

なというふうに思っていますので、よろしく

お願いします。

○議長（吉田敏男君） 他に、商工費、質疑

はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、総括ございま

せんか。歳出総括。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（吉田敏男君） 次に、６ページにお

戻りください。

歳入に入ります。

歳入一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 歳入総括ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第４７号令和３年度足寄町

一般会計補正予算（第１号）の件を採決をし

ます。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第４７号令和３年度足寄

町一般会計補正予算（第１号）の件は、原案

のとおり可決されました。

◎ 所管事務調査期限の延期について

○議長（吉田敏男君） 追加日程第３ 所管

事務調査期限の延期についての件を議題とい

たします。

総務産業常任委員会及び文教厚生常任委員

会に付託中の所管事務調査については、調査

が終わらないので、同委員会から次期定例会

までの期限を延期されたいとの要求がありま

した。

お諮りをいたします。

委員会の要求のとおり、期限を延期するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、総務産業常任委員会及び文教

厚生常任委員会に付託中の所管事務調査につ

いて、調査の期限を委員会の要求のとおり、

次期定例会まで延期することに決定をいたし

ました。

◎ 閉会中の継続調査申出書の件について

○議長（吉田敏男君） 追加日程第４ 閉会

中の継続調査申出の件を議題といたします。

広報広聴常任委員会及び議会運営委員会の

委員長から、条例第１３６条の規定によっ

て、お手元に配付をいたしましたとおり、閉

会中の継続調査の申出があります。

お諮りをいたします。

委員会の申出のとおり、閉会中の継続調査

にすることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、委員長の申出のとおり、閉会

中の継続調査とすることに決定をいたしまし

た。

ここで、暫時休憩をいたします。

ここで、本年３月末日をもって退職をする

職員が議場におられますので、挨拶を頂きた

いと思います。

午前１１時２１分 休憩

午前１１時３３分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 閉会宣告

○議長（吉田敏男君） これをもちまして、

本定例会の会議に付されました案件の審議

は、全て終了をいたしました。

これで、本日の会議を閉じます。

令和３年第１回足寄町議会定例会を閉会を
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いたします。

午前１１時３３分 閉会
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